
初閣議及び閣僚懇談会議事録 
 

開催日時：平成２９年１１月１日（水）   ２１：５０～２２：０９ 
 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

野 田 聖 子 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

上 川 陽 子 国務大臣（法務大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（外務大臣） 

林   芳 正 国務大臣（文部科学大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣，内閣府特命担当大臣） 

齋 藤   健 国務大臣（農林水産大臣） 

世 耕 弘 成 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

中 川 雅 治 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

小野寺 五 典 国務大臣（防衛大臣） 

菅   義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

吉 野 正 芳 国務大臣（復興大臣） 

小此木 八 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

江 﨑 鐵 磨 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

松 山 政 司 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

梶 山 弘 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣 

陪 席 者：西 村 康 稔 内閣官房副長官 

野 上 浩太郎 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

     ○一般案件      ２件 

     ○人事        ２件 

     いずれも，案件表のとおり，決定となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，初閣議を開催いたします。 

  まず，人事案件といたしまして，内閣法制局長官に横畠裕介を任命することにつ

いて，御決定をお願いいたします。 

  西村副長官，野上副長官，杉田副長官及び横畠法制局長官は，閣議に陪席して案

件の説明等を担当いたします。 

  次に，内閣総理大臣談話について，御決定をお願いいたします。お手元の談話を

西村副長官が朗読いたします。 

○西村内閣官房副長官：この度の総選挙の結果を受け，本日，引き続き，内閣総理大

臣の重責を担うこととなりました。 

緊迫する北朝鮮情勢，急速に進む少子高齢化。まさに国難とも呼ぶべき事態に立

ち向かい，この国を，守り抜く。その決意の下，この度の総選挙において，私たち

の政策を訴え，国民の皆様から力強い御支持を頂くことができました。 

安定した政治基盤の上に，これまで以上に謙虚な姿勢で，真摯な政権運営に全力

を尽くし，総選挙で国民の皆様に約束した政策を一つ一つ実行し，結果を出してま

いります。 

生産性革命によって，全国津々浦々まで賃上げの勢いを更に力強いものとし，デ

フレ脱却を目指します。消費税の使い道を見直し，人づくり革命を断行する。子育

て世代，子どもたちに大胆に投資することで，社会保障制度を全世代型に転換しま

す。生産性革命と人づくり革命を車の両輪として，急速に進む少子高齢化を克服し

てまいります。 

緊迫する北朝鮮情勢に対しても，国民の信任を背景に，国際社会と連携しつつ，

力強い外交を展開します。毅然とした外交力によって，北朝鮮の核，ミサイルの問

題，そして拉致問題を解決する。そしていかなる事態にあっても国民の命と平和な

暮らしを守り抜いてまいります。 

５年前の政権奪還の時の初心を決して忘れることなく，国民の負託に応えるため，

内閣一丸となって，政策の実行に邁進する決意です。 

安倍内閣の新たな取組に，国民の皆様の御理解と御協力を改めてお願いいたしま

す。 

○菅国務大臣：次に，第４次安倍内閣の基本方針について，御決定をお願いいたしま

す。基本方針について，内閣総理大臣から御発言がございます。 

○安倍内閣総理大臣：緊迫する北朝鮮情勢，急速に進む少子高齢化。まさに国難とも

呼ぶべき事態に立ち向かい，この国を，守り抜く。その決意の下，この度の総選挙

において，政策を訴え，国民の皆様から力強い御支持を頂くことができた。 

安定した政治基盤の上に，北朝鮮の脅威に対して，国際社会と連携しつつ，毅然

とした強い外交を推し進め，国民の命と平和な暮らしを守り抜く。生産性革命と人

づくり革命を車の両輪として，少子高齢化に立ち向かう。 

国民の負託に応えるため，内閣一丸となって，以下の政策を推し進め，結果を出

す。 
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１．復興の加速化 

まず何よりも，「閣僚全員が復興大臣である」との意識を共有し，省庁の縦割りを

厳に排し，現場主義を徹底することにより，被災者の心に寄り添いながら，東日本

大震災からの復興，そして福島の再生を，更に加速していく。同時に，全国各地で

相次ぐ自然災害に対して，被災地の復旧・復興に全力を尽くす。 

２．「人づくり革命」の断行 

これまでの画一的な発想にとらわれない「人づくり革命」を断行する。人生１０

０年時代を見据えた経済社会の在り方を大胆に構想する。いくつになっても学び直

しができ，新しいことにチャレンジできる。子どもたちの誰もが，家庭の経済事情

にかかわらず，それぞれの夢に向かって頑張ることができる。そのような「誰にで

もチャンスあふれる日本」を創る。消費税の使い道を見直し，子育て世代，子ども

たちに大胆に投資することで，社会保障制度を全世代型へと転換する。 

３．「一億総活躍」社会の実現 

少子高齢化の流れに歯止めをかけ，５０年後も人口一億人を維持するとともに，

高齢者も若者も，女性も男性も，難病や障害がある人も，誰もが，今よりももう一

歩前へ，踏み出すことができる社会を創る。 

「一億総活躍」の社会を実現するため，明確な目標を掲げ，以下の「新・三本の

矢」を放つ。全ての閣僚が，その持ち場において，全力を尽くし，従来の発想にと

らわれない，大胆かつ効果的な施策を立案し，実施する。 

「働き方改革」を推し進める。多様な働き方を可能とする社会を目指し，長時間

労働の是正，同一労働同一賃金の実現など，労働制度の大胆な改革を進める。 

（１）希望を生み出す強い経済 

強い経済なくして，明日の「希望」を生み出すことはできない。今後も「経済

最優先」で政権運営に当たる。 

「戦後最大のＧＤＰ６００兆円」の実現を目指す。 

これまでの「三本の矢」の経済政策を一層強化し，世界に先駆けて「生産性革

命」を実現する。雇用の改善や賃金アップによる「経済の好循環」を継続するこ

とで，デフレからの脱却を目指す。  

北は北海道から，南は沖縄まで，「目に見える地方創生」を本格的に進める。近

年，全国各地で自然災害により甚大な被害が発生したことを教訓に，引き続き危

機管理対応に万全を期すとともに，事前防災のための国土強靭化を推進する。 

誰もが活躍できる社会を目指し，女性が輝く社会の実現に取り組む。 

（２）夢を紡ぐ子育て支援 

子どもたちには無限の可能性が眠っている。誰もが，努力次第で，大きな「夢」

を紡ぐことができる社会を創り上げる。 

「希望出生率１．８」の実現を目指す。 

あらゆる面で子育てに優しい社会へと改革を進めるとともに，誰もが結婚や出

産の希望を叶えることができるような社会を創る。 

若者への投資を拡大する。複線的な教育制度へと改革するとともに，全ての子
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どもたちの個性を伸ばす教育再生を進める。 

（３）安心につながる社会保障 

高齢者の皆さんのみならず，現役世代の「安心」も確保する社会保障を構築す

るため，社会保障制度の改革・充実を進める。 

「介護離職ゼロ」の実現を目指す。 

介護施設の整備や，介護人材の育成を大胆に進め，仕事と介護が両立できる社

会づくりを加速する。 

予防に重点化した医療制度改革，企業による健康投資の促進などに加え，意欲

あふれる高齢者の皆さんへの多様な就労機会を提供することにより，「生涯現役社

会」を構築する。年金を含めた所得全体の底上げを図り，高齢者世帯の自立を支

援する。  

４．世界の中心で輝く日本 

自由，民主主義，人権，法の支配などの基本的価値を共有する国々と手を携え，

「地球儀を俯瞰する外交」を一層強力に推進する。北朝鮮問題に対し，国際社会と

連携しつつ，毅然とした外交を展開するとともに，強固な日米同盟を基軸に，安全

保障体制を盤石なものとし，いかなる事態にあっても，国民の命と平和な暮らしを

守り抜く。国家安全保障戦略の下，「積極的平和主義」の旗を掲げて，世界の平和と

繁栄に，これまで以上に貢献していく。 

在日米軍再編に当たり，普天間飛行場の固定化は絶対にあってはならない。抑止

力の維持を図るとともに，沖縄の基地負担の軽減を，目に見える形で実現するため，

本土における努力を十二分に行うべく，政府を挙げて取り組む。 

最後に，各府省の公務員諸君には，大いに期待している。「一億総活躍」社会の実

現，新たな国づくりには，諸君の斬新な発想力と大胆な行動力が不可欠である。行

政のプロとしての誇りを胸に，その持てる力を存分に発揮してほしい。常に，国民

の目線を忘れることなく，その心に寄り添いながら，政策立案に当たっては積極的

に提案し，現場にあっては果敢に行動してもらいたい。 

○菅国務大臣：次に，内閣総理大臣の臨時代理の指定について，内閣総理大臣から御

発言がございます。 

○安倍内閣総理大臣：第４次安倍内閣における危機管理の徹底を図る観点から，内閣

法第９条に基づき，内閣総理大臣に事故のあるとき，又は内閣総理大臣が欠けたと

きの対応として，予め順位を定めて指定している内閣総理大臣の臨時代理は，第１

順位，副総理をお願いしている麻生財務大臣，第２順位，菅内閣官房長官，第３順

位，茂木経済再生担当大臣，第４順位，野田総務大臣，第５順位，林文部科学大臣

であります。各閣僚においては，臨時代理指定の趣旨を体し，緊急事態が発生した

場合には，対応に万全を期するようお願いいたします。 

○菅国務大臣：次に，「閣議の公表等」について，申し上げます。閣議や閣僚懇談会で

の議論を各大臣が会見等でそれぞれの言葉で公表されると，とかく閣内が統一性に

欠けているかのような印象を外部に与えるおそれがあります。公表すべき事項は閣

議後の会見で私から統一的に公表しておりますので，各閣僚におかれては，閣議や
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閣僚懇談会の議論を外部に漏らすことは，厳に慎んでいただきます。 

また，閣議の案件の中には，相手国や関係方面の手続が終了していないものなど

閣議決定後も不公表扱いとするものがあります。これらについては，当然のことな

がら，閣議に付議されたという事実も含め，外部に漏れることのないよう十分御留

意願います。   

なお，閣議決定又は閣議了解を要する人事その他の幹部人事については，事前に

十分内閣官房と協議されるようお願いいたします。 

次に，｢閣議等の議事の記録の作成・公表｣について，申し上げます。 

閣議の透明性の向上や情報公開，国民への説明責任という観点から，閣議決定に

基づき，平成２６年４月から，閣議等の議事録を作成し，概ね３週間後に官邸ホー

ムページに掲載しております。議事録には，登録発言は「発言要旨」をそのまま，

登録外発言については，発言の要点のみを記載することとしており，議事整理上，

各大臣の発言は原則登録いただくとともに，議事録の記載内容につきましては，私

に御一任下さいますよう，お願いいたします。 

次に，｢国務大臣，副大臣及び大臣政務官規範｣が平成１３年１月６日の閣議決定

により定められておりますので，これを遵守されるようお願いいたします。 

その主な内容は，政治と行政への国民の信頼を確保するため，営利企業について

は，報酬を得ると否とにかかわらず，その役職員を兼職してはならないこと，また，

公益法人等については，報酬がなく,かつ,名誉職である場合に限りその兼職を認め

るが，内閣総理大臣へ届け出ること，このほか,株式等の有価証券,不動産等の取引

を自粛することとし，保有する株式等は信託銀行に信託すること，国務大臣及びそ

の家族の資産を就任時及び辞任時に公開すること，等であります。 

なお，過去にも問題になったことがありますので，各閣僚とも御自身の兼職状況

の洗い直しや不動産等の取引のチェック等を十分に行うようお願いいたします。 

次に，「政・官の在り方」について，申し上げます。 

第２次安倍内閣発足時の閣僚懇談会において申合せがなされております。 

その内容は，誤った政治主導を是正し，政官の役割分担を明確にすることにより，

相互の信頼の上に立った本当の意味での政治主導を確立するため，政治家と公務員

の接触について心得るべきことのルールなどについて定めるものであります。 

この申合せを踏まえ，政・官関係の適正確保に，指導力を発揮していただくよう

お願いいたします。 

次に，危機管理の観点から申し上げます。 

１点目は，閣僚はいかなるときにも連絡がとれる態勢をお願いいたします。 

２点目は，緊急事態への対応に関しては，官邸との連絡・調整はもとより，速や

かに必要な情報が伝えられるよう体制整備をお願いいたします。 

３点目は，各閣僚が東京を離れる場合には，必ず副大臣又は大臣政務官が在京す

るようお願いいたします。 

次に，いわゆる「内奏」について，申し上げます。 

国務大臣は，宮中において，天皇陛下に，その所管事項に関する諸問題等につい
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て，御説明申し上げる機会があります。言うまでもなく，それ自体は国政の動向に

影響を及ぼすことはあり得ないもので，何ら憲法の趣旨に反するものではありませ

んが，その過程において天皇陛下が国政の動向に影響を及ぼしているかのような誤

解を与えかねないというおそれもあります。 

したがって，各国務大臣は，これらの点を慎重に考慮し，陛下にお話し申し上げ

た内容やその際の陛下のおことばを外部に漏らしたり，部下に対する訓示にこれを

引用することなどがないよう，十分御留意願います。 

次に，「閣僚の対外的発言」等について，申し上げます。 

記者会見やテレビに出演する場合等の対外的発言に当たっては，内閣の基本方針

や既に政府として決定した方針を踏まえ，無用な疑念を抱かれることのないよう十

分御留意いただくようお願いいたします。 

講演会であっても私見を述べることは厳に慎んでいただきます。 

また，政治資金の管理や収支報告の適正化等については，政治家全員に関係する

ことではありますが，特に閣僚には政治資金の透明性を確保するという責任が格段

に大きく，より一層厳正な管理等が求められています。 

各閣僚には，自らが関係する政治団体の会計帳簿・領収書・収支報告書の点検，

支出区分や寄附等の適法性の確認等を十分に行うようお願いいたします。 

次に，初閣議案件について，西村副長官から御説明申し上げます。 

○西村内閣官房副長官：人事案件について,申し上げます。内閣総理大臣補佐官等１

５名を，お手元に配布しております資料のとおり，任命することについて，御決定

をお願いいたします。 

○菅国務大臣：次に，「大臣補佐官の任命」について，申し上げます。 

大臣補佐官の任命は，大臣からの申出により内閣が行うこととなっております。 

任命に当たっては，大臣を補佐させることが特に必要である特定の政策があると

認められること，公益の実現のため職務を遂行し得る人材であること，個別の政策

課題に応じて，各大臣を直接補佐する職務を担うに足る識見を有し，かつ，清廉な

人材であること，適切な行政運営に支障のない人事であることを考慮することとし

ております。 

この４点を充足し，大臣補佐官の設置が特に必要と考えられる場合は，私に十分

御相談いただきますよう，お願いします。 

また，「大臣補佐官の職務遂行に係る規範」が平成２６年５月２７日の閣議決定に

より定められております。その主な内容は，大臣補佐官は，特定の政策について，

上司である大臣を補佐するものであり，副大臣，大臣政務官及びその他の職員に対

する指揮命令権を持たず，また，これらの者から指揮命令を受けることはないこと，

大臣は，大臣補佐官の就任時において，特定の政策を明示して担当させる職務の範

囲を書面により指示すること等であります。 

大臣補佐官制度を適切に運用していくため，各閣僚におかれましては，十分に御

留意願います。 

 次に，内閣総理大臣から，御発言がございます。 
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○安倍内閣総理大臣：「少子高齢化」という最大の壁に立ち向かい，「生産性革命」と

「人づくり革命」を断行するため，新しい経済政策パッケージを１２月上旬に取り

まとめます。 

  「生産性革命」については，２０２０年までの３年間を「生産性革命・集中投資

期間」として，大胆な税制，予算，規制改革などあらゆる施策を総動員します。ま

た，「人づくり革命」を力強く進めていくため，消費税率１０％への引上げに伴う増

収分などを活用した２兆円規模の政策を取りまとめます。幼児教育の無償化や介護

人材の確保などを通じて社会保障制度を全世代型社会保障へ転換するとともに，所

得の低い家庭の子供に限った高等教育無償化など人への投資を拡充します。 

 また，年末に向けて，災害対応を始めとする追加的財政需要に適切に対処するた

め，平成２９年度補正予算を編成します。その際，「生産性革命」に向けて，特に生 

産性の低い業種や中堅・中小企業・小規模事業者に対して集中的な支援を図るとと

もに，「人づくり革命」のうち「子育て安心プラン」の前倒し実施の措置を講じます。

また，防災・減災対策に万全を期すとともに，今月下旬に改訂する「総合的なＴＰ

Ｐ等関連政策大綱」に基づき，日ＥＵ経済連携協定などに備えた農林水産業の強化

策等の措置を講じます。 

 こうした政策に重点を置きつつ，新しい経済政策パッケージの取りまとめについ

ては経済財政政策担当大臣を中心に準備を進めていただくようお願いいたします。

財政措置を伴うものについては，財務大臣と十分に協議願います。財務大臣におか

れては，補正予算編成の準備を進めていただくようお願いいたします。 

○菅国務大臣：これをもちまして，初閣議を終了いたします。 

引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

「閣僚の給与の一部返納」について，申し上げます。内閣として，行財政改革を

引き続き着実に推進する観点から，前内閣に引き続き，今後も従来どおりの内容で

継続することとし，各位の御賛同を頂き，これにつきましては，「閣僚懇談会の申合

せ」といたしたいと思います。 

これにより，内閣総理大臣にあっては月額給与及び期末手当の３０パーセント，

国務大臣にあっては同２０パーセントに相当する額を国庫に返納することとなり

ます。 

  懇談に移ります。御発言がございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして閣僚懇談会を終了いたします。 
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                 平成 29年 

                 11月１日 

 

◎人  事 

○横畠 裕介を 内閣法 制局 長官に 任命す ること につい

て（ 決定）  
 

◎一 般案件 

   ○ 内閣 総理大 臣談話 （決定 ）      （内閣 官房） 

 〃  ○基本 方針（ 決定）               （ 同上） 

 

◎人  事 

   ○ 髙橋 清孝外 １４名 を内閣 危機管 理監 等に任 命する  

こと につい て（決 定） 

 

 

〔 ○署名 あり  ☆署 名なし 〕 

（ 水 ）  初 閣 議 案 件 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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